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　職員倫理条例・規則等へ

の理解を深めるとともに、

不正入札事件を振り返り、

事件の風化を防ぐため、職

員を対象にｅラーニング

（パソコンを利用した自席

学習）を実施しました。

　
市
は
、
市
政
の
透
明
性
を
確
保
す

る
た
め
、
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
き

市
政
情
報
の
公
開
を
進
め
る
ほ
か
、

自
己
情
報
の
開
示
な
ど
を
請
求
す
る

権
利
を
保
障
し
て
い
ま
す
。

情
報
公
開
制
度

　
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
3

階
）で
行
政
資
料
を
公
開
し
て
い
る

ほ
か
、
各
部
署
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

公
文
書
公
開
請
求
を
行
っ
た
方
に
は
、

個
人
情
報
な
ど
の
例
外
を
除
い
て
、

公
文
書
等
を
原
則
公
開
し
て
い
ま
す
。

平
成
28
年
度
の
公
文
書
公
開
請
求
は
、

1
9
3
件
で
し
た（
表
1
）。

個
人
情
報
保
護
制
度

　
市
は
、
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基

づ
き
、
個
人
情
報
の
保
護
と
適
正
な

取
り
扱
い
に
努
め
て
い
ま
す
。
現
在
、

個
人
情
報
の
電
子
シ
ス
テ
ム
処
理
は
、

住
民
登
録
、
介
護
保
険
な
ど
60
種
類

の
業
務
で
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
自
ら
の
個
人
情
報
が
適
切
に
扱
わ

れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
行

う
個
人
情
報
の
開
示
請
求
は
、
平
成

28
年
度
は
、3
9
5
6
件（
う
ち
要
介

護
認
定
に
関
わ
る
開
示
請
求
が
3
9

1
8
件
）で
し
た（
表
2
・
表
3
）。

ま
た
、
苦
情
の
申
し
出
や
審
査
請
求

等
を
審
査
す
る
個
人
情
報
保
護
審
議

会
は
5
回
開
催
し
ま
し
た
。

情
報
公
開
・
個
人
情
報
開

示
を
請
求
す
る
に
は

　
請
求
書（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）を
市
政
情
報

コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
3
階
）へ
。
個
人

情
報
開
示
請
求
の
際
は
本
人
確
認
書

類
が
必
要
で
す
。

会
議
の
公
開
状
況

　
市
は
、
市
民
参
加
と
透
明
な
市
政

を
推
進
す
る
た
め
、
審
議
会
な
ど
の

会
議
を
公
開
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
28
年
4
月
〜
平
成
29
年
3
月

に
公
開
し
た
会
議
は
、
国
民
健
康
保

険
運
営
協
議
会
や
夢
育
て
・
た
ち
か

わ
子
ど
も
21
プ
ラ
ン
推
進
会
議
な
ど

2
5
9
回
、
傍
聴
者
数
は
3
8
3
人

で
し
た
。
ま
た
、
個
人
情
報
保
護
な

ど
の
理
由
か
ら
非
公
開
と
し
た
会
議

は
4
5
1
回
。
こ
の
う
ち
介
護
認
定

審
査
会
が
2
4
2
回
で
し
た
。

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

　
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
3

階
）に
は
市
が
発
行
し
た
計
画
書
や

報
告
書
、
予
算
書
、
決
算
書
、
契
約

関
係
資
料
な
ど
を
は
じ
め
、
7
6
0

0
点
余
り
の
資
料
を
配
置
し
て
い
ま

す
。
閲
覧
は
自
由
で
す
。
市
が
発
行

し
た
行
政
資
料
な
ど
は
コ
ー
ナ
ー
内

で
コ
ピ
ー
を
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す

（
有
料
）。

問
文
書
法
政
課
情
報
公
開
係
・
内
線

3
3
0
5〔
要
介
護
認
定
資
料
等
開

示
請
求
に
つ
い
て
は
介
護
保
険
課
介

護
認
定
係
・
内
線
1
4
5
5
〕

平
成
28
年
度
の
情
報
公
開
制
度
・

個
人
情
報
保
護
制
度
な
ど
の
実
施

状
況
を
公
表

公
正
で
開
か
れ
た

　
　
　
　
　
市
政
を
推
進

西
砂
第
三
学
童
保
育
所
～
入
所

申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

　
9
月
に
開
設
す
る
西
砂
第
三
学
童

保
育
所
の
入
所
申
し
込
み
を
受
け
付

け
ま
す
。
な
お
、
入
所
が
決
定
し
た

方
は
、
8
月
19
日（
土
）に
開
催
す
る

説
明
会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
方
法
　
申
請
書
と
必
要
書
類

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い（
郵
送
不
可
）。

く
わ
し
く
は
子
ど
も
育
成
課（
市
役

所
1
階
23
番
窓
口
）、
各
学
童
保
育

所
で
配
布
す
る
「
入
所
申
請
の
ご
案

内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）。

●
受
付
期
間
・
場
所
　
6
月
30
日

（
金
）〜
7
月
14
日（
金
）▼
子
ど
も
育

成
課
＝
月
曜
〜
金
曜
日
、
午
前
8
時

30
分
〜
午
後
5
時
15
分
▼
各
学
童
保

育
所
＝
▽
月
曜
〜
金
曜
日
、
午
後
1

時
〜
6
時
▽
土
曜
日
、
午
前
8
時
30

分
〜
午
後
5
時

問
子
ど
も
育
成
課
子
ど
も
育
成
係
・

内
線
1
3
0
0

私
立
幼
稚
園
補
助
金
の
申
請

～
調
書
の
提
出
が
必
要
で
す

　
市
は
、
私
立
幼
稚
園
に
通
園
し
て

い
る
子
ど
も
が
い
る
世
帯
に
、
所
得

に
応
じ
て
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま

す
▼
対
象
＝
市
内
在
住
で
私
立
幼
稚

園（
市
外
の
幼
稚
園
も
含
む
）に
通
園

し
て
い
る
子
ど
も
が
い
る
世
帯（
所

得
制
限
あ
り
）▼
申
請
方
法
＝
通
園

し
て
い
る
幼
稚
園
が
配
布
す
る
調
書

を
幼
稚
園
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

幼
稚
園
か
ら
調
書
が
配
布
さ
れ
な
い

場
合
は
、
保
育
課
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
保
育
課
保
育
・
幼
稚
園
支
援
係
・

内
線
1
3
2
2

表２	 平成28年度実施機関別個人情報開示等請求および決定状況
（表3の数字を除く）

実施機関
請　求 決　定 存否

応答
拒否

審査
請求件数 取下げ 件数 開示 一部

開示
非開示等

非開示 不存在
市長 34 2 33 8 11 1 13 0 0

教育委員会 4 0 4 3 1 0 0 0 0
議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 38 2 37 11 12 1 13 0 0

表３	 平成28年度要介護認定資料等開示請求および決定状況

実施機関
請　求 決　定 存否

応答
拒否

審査
請求件数 取下げ 件数 開示 一部

開示
非開示等

非開示 不存在
市長 3,918 0 3,918 3,918 0 0 0 0 0

表１	 平成28年度実施機関別公文書公開請求および決定状況

実施機関
請　求 決　定 存否

応答
拒否

審査
請求件数 取下げ 件数 公開 一部

公開
非公開等

非公開 不存在
市長 187 0 193 109 76 5 3 0 1

教育委員会 6 0 7 3 3 1 0 0 0
議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 193 0 200 112 79 6 3 0 1

☎042（506）0024
コ ー ル お お 通 報

受付場所 27年度 28年度
見守りホットライン 37 26
市役所代表電話等 35 28

合計 72 54

見守りホットラインにご連絡を！

問高齢福祉課・内線1479、福祉総務課・内線
1492

　市は、支援を必要とする家庭が地域から孤立

することや、孤立死等を防止するため、専用電

話「見守りホットライン」を開設しています。

平成27・28年度の通報件数は下表の通りです。
　「いつもと様子が違っている」、「最近、見か

けない」など心配なご近所さんに気付いたら、

見守りホットラインにご連絡ください。
　コンプライアンスに関する

危機事案が発生した際に、他

の職場で同様の事例が起きな

いようにするため、事案の概

要、原因、再発防止策をまと

めた「危機情報連絡表周知シ

ート」を作成・共有しました。

　毎年11月に実施してい

る「コンプライアンス・業

務点検月間」に、個人情報

や公金などの保管・取扱状

況について内部監査を実施

しました。

　市は、平成15年に発覚した不正入札事件等への反省から、平成27年に「コンプライアン

ス実施計画」を策定しました。平成28年度は、同計画に基づき、次のような取り組みを実

施しました。市は、今後もコンプライアンスの推進に努め、公正に職務を遂行していきます。

くわしい取り組み状況については、市ホームページをご覧ください。

立川市におけるコンプライアンスとは　「倫理・法令遵守」という概念に加え「全体の奉仕者として求
められる価値観・倫理観に基づいて誠実に行動すること」としています。

コンプライアンスの推進に
取り組んでいます

職員意識の向上 組織風土の醸成 しくみの確立

問人事課・内線2573

　


